
要 介 護 度

要支援状態または要介護状態については概ね次のような状態像とされています。

歩行や起きあがりなどの日常生活上の基本動作を自分で行うことが可能であり、か
つ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態

日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活
動作の介護や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、
手段的日常動作において何らかの支援を要する状態

要支援２
要支援１の状態から、手段的日常動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援
が必要となる状態

要介護１
要支援１の状態から、手段的日常動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が
必要となる状態

要介護１の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態

要介護２の状態と比較して、日常生活動作および手段的日常生活動作の両方の観
点からも著しく低下し、ほぼ全面的介護が必要となる状態

要介護３の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介助なしには日常生活を営むこ
とが困難となる状態

要介護４の状態よりもさらに能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うこと
がほぼ不可能な状態
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